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都市計画区域
マスタープランの策定について

（諮問）

資料６
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１． 都市計画区域マスタープランの制度

都市計画法（昭和４３年６⽉１５⽇法律第１００号）

第６条の２
（都市計画区域の整備，開発及び保全の方針）

都市計画法（昭和４３年６⽉１５⽇法律第１００号）

第６条の２
（都市計画区域の整備，開発及び保全の方針）

都道府県が策定都道府県が策定

① 都市計画の目標
（都市の将来像）

① 都市計画の目標
（都市の将来像）

② 区域区分の決定の有無及びその方針② 区域区分の決定の有無及びその方針

③ 主要な都市計画の決定の方針
（⼟地利⽤，都市施設の整備，市街地開発事業）

③ 主要な都市計画の決定の方針
（⼟地利⽤，都市施設の整備，市街地開発事業）
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第１章 基本的事項

第２章 広島県における都市の目指すべき将来像

第３章 都市計画の目標

第４章 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針

第５章 主要な都市計画の決定の方針

第６章 各都市計画区域における課題と方針

２．新たな区域マスタープランの構成
目次構成︓現⾏の区域マスタープランの構成を基本に，

新たに必要な事項を追加して構成します

共通
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第１章 基本的事項

第１章 基本的事項

第１節 都市計画区域マスタープランの役割・位置づけ
第２節 都市づくりの基本圏域
第３節 圏域設定の考え方
第４節 策定の対象範囲
第５節 目標年次
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第１節 都市計画区域マスタープランの役割・位置づけ
都市計画区域マスタープランは，都市計画法第６条の２の規定に基づき策定する
もので，中⻑期的な視点に⽴った都市の将来像を明確にし，その実現に向けての⼤
きな道筋を明らかにしておくものです。 （※本文抜粋）

第１章 基本的事項
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第１章 基本的事項

備
後
圏
域

備
北
圏
域

三原市，尾道市，福山市，
府中市,世羅町,神石高原町

広
島
圏
域

広島市，呉市，竹原市，
⼤竹市,東広島市,廿⽇市市,
安芸高田市，江田島市，
府中町，海田町，熊野町，
坂町，安芸太田町，
北広島町，⼤崎上島町

三次市，庄原市

広島圏域
備後圏域

備北圏域

（圏域設定の考え方）
通勤や通学などの⽇常⽣活における結びつきや，⼟地利⽤基本
計画などの上位計画との整合性を踏まえて３圏域で設定

８市 ７町

４市 ２町

２市

第２節 都市づくりの基本圏域
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第１章 基本的事項
第４節 策定の対象範囲 ※⼈⼝︓H27時点

⾏
政
区
域

【構成市町】
広島市，呉市，竹原市，
大竹市，東広島市，
廿日市市，安芸高田市，
江田島市，府中町，
海田町，熊野町，坂町，
安芸太田町，北広島町，
大崎上島町

面積（ha）
432,431

⼈⼝（⼈）
1,988,121

都
市
計
画
区
域

【線引き都市計画区域】
広島圏，東広島，

【非線引き都市計画区域】
竹原，宮島，安芸津，
川尻安浦，江田島，
千代田，吉田，河内，
佐伯，⾳⼾

面積（ha）
151,916

⼈⼝（⼈）
1,866,798
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第１章 基本的事項
第４節 策定の対象範囲 ※⼈⼝︓H27時点

⾏
政
区
域

【構成市町】
三原市，尾道市，
福山市，府中市，
世羅町，神⽯高原町

面積（ha）
213,067

⼈⼝（⼈）
765,254

都
市
計
画
区
域

【線引き都市計画区域】
備後圏

【非線引き都市計画区域】
因島瀬⼾田，上下，
本郷，世羅甲山，御調

面積（ha）
70,705

⼈⼝（⼈）
685,505
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第１章 基本的事項
第４節 策定の対象範囲 ※⼈⼝︓H27時点

⾏
政
区
域

【構成市町】
三次市，庄原市

面積（ha）
202,463

⼈⼝（⼈）
90,615

都
市
計
画
区
域

【非線引き都市計画区域】
三次圏，東城，
庄原，⻄城

面積（ha）
16,692

⼈⼝（⼈）
51,772
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第１章 基本的事項

基準年次 目標年次
平成27（2015）年 令和12（2030）年

圏域の⻑期的な発展方向を踏まえ，最新の国勢調査が⾏われた
年次を基準とし，策定から概ね20年後（令和22（2040）年）の
都市の姿を展望しつつ，概ね10年以内の各々の都市計画の整備
目標を定めます。

（※本文抜粋）

第５節 目標年次
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第２章 広島県における都市の目指すべき将来像

第２章 広島県における都市の目指すべき将来像

第１節 広島県の都市を取り巻く課題と潮流
第２節 広島県における都市の目指すべき将来像
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第２章 広島県における都市の目指すべき将来像

（１）
都市構造の視点

（２）
国内外から魅⼒ある地域
として選ばれるための視点

（３）
県⺠⼀⼈⼀⼈が地域に愛着と

誇りを持ち,住み続けるための視点

①低密度に拡散した
市街地

②中山間地域等における
既存集落の居住環境

③情報技術の発展

①都市間競争の激化
②移住・定住に対する

意識の高まり
③交流⼈⼝の増加
④多様な⼈材をひきつける

まちづくり

①ものづくり産業の集積と将来的な
地域経済の縮⼩の懸念

②⽇常⽣活サービスの維持・向上
③災害・地球環境問題
④住⺠ニーズや価値観の多様化

第１節 広島県の都市を取り巻く課題と潮流

③デジタル技術の進展
⑤「新しい生活様式」への対応
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これらの将来像は，交通や安全・安心などの分野におけるデジタル技術やデータなどを
積極的に活⽤し，スマートシティの取組などを進めながら実現していきます。

第２章 広島県における都市の目指すべき将来像

安全・安心に暮らせる都市

【目指す都市構造】
「コンパクト+ネットワーク型」の都市

コンパクト+ネットワーク型の都市

住⺠主体のまちづくりが
進む都市

【目指す都市の姿】
災害に強く，誰もが暮らしやすい「安全・
安心」を基本に，「活⼒」と「魅⼒」に満ち
あふれた都市

【まちづくりの担い手】
住⺠が主体となり，⾏政がサポートする

魅⼒あふれる
都市

活⼒を生み出す
都市

第２節 広島県における都市の目指すべき将来像

新型コロナ危機後の社会
が求める空間に対する新
たな価値観を踏まえ，
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第３章 都市計画の目標

第３章 都市計画の目標

第１節 圏域の現状と課題
第２節 圏域の目指すべき将来像
第３節 都市計画の目標
第４節 将来都市構造
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第３章 都市計画の目標

広 島 圏 域
⼈⼝減少や高齢化が進展する中，持続的な圏域を形成していくために，圏域の中心市

である広島市への高次都市機能の一層の集積を図るとともに，周辺市町とのネットワークの
形成により，都市機能の相互補完を促進し，デジタル技術とデータなども活⽤しながら，
圏域全体で商業，医療等の高度で質の高い多様なサービスを享受できる環境を構築しま
す。 （※本文要約）

2,739 2,819 2,850 2,882 2,879 2,877 2,861 2,844 2,814 2,758 2,689 2,609
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広島県 広島圏域

（千人）

⼈⼝推移

・多くの市町で⼈⼝は減少に転じており，将来的に圏域全体で⼈⼝は減少すると想定されます。
・市街化調整区域における商業施設開発の件数が多く，商業施設の郊外拡散が⾒受けられます。
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市街化調整区域・⽤途地域外の
開発許可件数（商業⽤途H23-27）

16

第３章 都市計画の目標

広 島 圏 域
中四国地方の中枢都市としての役割を担う広島市を中心に，クリエイティブな⼈材や産

業を惹きつけ，イノベーションを通じた，活⼒を⽣み出す都市づくりに取り組み，東京圏へ
の⼈・モノ・⾦・情報の過度な集中を是正し，広島県及び中四国地方の⾃⽴・発展を牽
引する経済活⼒とにぎわいに満ちたローカル経済圏の構築を目指します。
広島市では，高次都市機能の集積促進や，デザイン性に優れた都市空間の形成，国

際交流等の振興を図ります。 （※本文要約）
・近年の製造品出荷額等は概ね増加傾向にあり，好調を維持しています。
・総観光客数は増加傾向にあります。
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第３章 都市計画の目標

広 島 圏 域
世界文化遺産である原爆ドームや嚴島神社等を中心とした国際観光交流都市づくりを

推進するとともに，重要伝統的建造物群保存地区のまちなみ等の歴史的資源，豊かな
⾃然環境などを各地域の魅⼒資源としてまちづくりに活⽤し，相互に連携を図ることで，圏
域全体の魅⼒向上を推進します。
また，歩⾏空間の拡⼤や，公園・緑地の充実で，ゆとりある空間をまちなかに形成すると

ともに，ゆとりある居住空間を創出し，都市⽣活と⾃然が程よく融合した居心地の良い魅
⼒ある都市の形成に努めます。 （※本文要約）

原爆ドーム（広島市） 重要伝統的建造物群保存地区
御手洗地区（呉市）

壬⽣の花田植（北広島町）
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第３章 都市計画の目標

【広島圏域】【備後圏域】【備北圏域】
激甚化する⾃然災害や懸念される南海トラフ地震等の広域災害の発⽣に対し，総合

的な防災・減災対策によって，安全・安心に暮らせる都市づくりを推進します。
また，⼟砂災害の危険性が高い区域に多くの住⺠が居住していることから，災害リスク

の高い区域の都市的⼟地利⽤の制限を⾏い，災害リスクの低い区域への居住の誘導に
取り組みます。 （※本文要約）

⼟砂災害警戒区域の指定状況

平均175回 平均235回平均199回

時間降⽔量50㎜以上の年間発⽣回数(全国)
大竹市

廿日市市

広島市

海田町
熊野町坂町

江田島市

呉市

安芸太田町

北広島町 安芸
高田市

三次市

東広島市

大崎上島町

三原市

竹原市

尾道市
福山市

世羅町

神石高原町

府中市

庄原市

府中町

100箇所未満

100箇所以上 1,000箇所未満

1,000箇所以上 3,000箇所未満

3,000箇所以上

凡例
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第３章 都市計画の目標

【広島圏域】【備後圏域】【備北圏域】
まちづくりを担う⼈材の育成と活躍できる環境の整備に努めるとともに，住⺠やまちづく

り団体などと⾏政が協働することで，地域特性やこれまで培ってきた地域の資産を活かし
た，きめ細やかで柔軟なサービスが提供可能なまちづくりを目指します。

（※本文要約）

エキキターレ（有効空地）を活⽤した
にぎわいづくりの取組
（広島市）

三川合流部周辺におけるかわまちづくり
（三次市）

再⽣された空き家
（尾道市）
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第３章 都市計画の目標
第４節 将来都市構造
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第３章 都市計画の目標
第４節 将来都市構造
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第３章 都市計画の目標
第４節 将来都市構造
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第４章 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針

第４章 区域区分の有無及び
区域区分を定める際の方針

第１節 区域区分の判断基準
第２節 区域区分の有無
第３節 区域区分の方針
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区域区分とは

市街化区域

市街化調整区域

農地などの保全を優先し，市街化を抑制

道路・公園・下⽔道等の公共施設の整備を優先的に進め，
計画的に良好な市街地の形成を図る

都市計画区域
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第４章 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針
第１節 区域区分の判断基準

判断基準４︓区域区分廃⽌検討要件
次の全てを満たす都市計画区域（又は市町）を廃⽌の検討対象とする。
①過去10年間，当該都市計画区域（又は市町）の⼈⼝が連続して減少していること
②当該都市計画区域（又は市町）内で，地域の社会・経済に⼤きな影響を及ぼす産業振興等

に係る計画の策定又は⼤規模プロジェクト等の実施が⾏われておらず，その予定もないこと。

基本的基準︓現⾏区域区分の有無，隣近接する都市の状況

判断基準１︓都市の成⻑性

判断基準２︓市街地拡⼤の可能性

判断基準３︓
無秩序な市街化が進⾏する可能性

判断基準４︓
区域区分廃⽌検討要件

区域区分について総合的な検討

（非線引き都市計画区域） （線引き都市計画区域）
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第４章 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針

都市計画
区域名

区域
区分

の有無
理由

広島圏 有

政令指定都市である広島
市を含む都市計画区域の
ため都市計画法により義
務付け

東広島 有
現在，区域区分を定めて
おり，今後とも一定の都
市の成⻑が予想される

竹原
宮島
安芸津
川尻安浦
江田島
千代田
吉田
河内
佐伯
音戸

無

現在，区域区分を定めて
おらず，今後も，区域区
分の設定を検討するほどの
著しい都市の成⻑性は有
していないと推察される

線引き都市計画区域︓
非線引き都市計画区域︓

第２節 区域区分の有無
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第４章 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針

都市計画
区域名

区域
区分

の有無
理由

備後圏 有
現在，区域区分を定めて
おり，今後とも一定の都市
の成⻑が予想される。

因島瀬戸田
上下
本郷
世羅
御調

無

現在，区域区分を定めて
おらず，今後も，区域区
分の設定を検討するほどの
著しい都市の成⻑性は有し
ていないと推察される

第２節 区域区分の有無

線引き都市計画区域︓
非線引き都市計画区域︓
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第４章 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針

都市計画
区域名

区域
区分

の有無
理由

三次圏
東城
庄原
西城

無

現在，区域区分を定めてお
らず，今後も，区域区分の
設定を検討するほどの著しい
都市の成⻑性は有していな
いと推察される

非線引き都市計画区域︓

第２節 区域区分の有無
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第４章 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針
第３節 区域区分の方針

基準年次
（平成２７年）

目標年次
（令和１２年）

都市計画区域内⼈⼝ 1,583,837 ⼈ 概ね 1,549 千⼈
市街化区域内⼈⼝ 1,548,754 ⼈ 概ね 1,520 千⼈

■⼈⼝フレーム

■産業フレーム
基準年次

（平成２７年）
目標年次

（令和１２年）

⽣産額
工業出荷額 54,550 億円 概ね 75,973 億円

卸⼩売販売額 79,017 億円 概ね 56,697 億円

■市街化区域の規模
基準年次

（平成２７年）
目標年次

（令和１２年）
市街化区域面積 24,757 ha 概ね 25,270 ha

広島圏都市計画区域
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第５章 主要な都市計画の決定の方針

第５章 主要な都市計画の決定の方針

第１節 ⼟地利⽤に関する主要な都市計画の決定の方針
第２節 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
第３節 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

第５節 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針
第６節 歴史・景観に配慮した都市計画の決定の方針

第４節 安全・安心な暮らしに関する都市計画の決定の方針

第７節 住⺠主体のまちづくりに関する方針
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第１節 ⼟地利⽤に関する主要な都市計画の決定の方針
（１）基本方針

①線引き都市計画区域（市街化区域，市街化調整区域）における⼟地利⽤の方針
②非線引き都市計画区域（⽤途地域，⽤途白地地域）における⼟地利⽤の方針
③都市計画区域の指定のない区域の⽣活圏における⼟地利⽤の方針

（２）主要⽤途の配置の方針
①住宅地，②商業地，③工業地

（３）市街地における建築物の密度の構成に関する方針
①住宅地，②商業地

（４）市街地の⼟地利⽤方針
①⼟地の高度利⽤に関する方針，②居住環境の改善又は維持に関する方針，
③都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針
④災害防⽌の観点から必要な市街化の抑制に関する方針

（５）その他の⼟地利⽤の方針
① 優良な農地との健全な調和に関する方針
② ⾃然環境形成の観点から必要な保全に関する方針
③ 秩序ある都市的⼟地利⽤の実現に関する方針
④ 災害防⽌の観点から必要な市街化の抑制に関する方針
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第１節 ⼟地利⽤に関する主要な都市計画の決定の方針

（１）基本方針︓①線引き都市計画区域（ａ市街化区域）
・⽴地適正化計画の作成を促進し，市街化区域内及び非線引き都市計画区域の⽤途
地域内において，居住誘導区域や都市機能誘導区域を設定します。これにより，⻑期
的に居住を誘導し，⼈⼝密度の維持を図るとともに，都市機能の集約を図り，⽇常⽣
活サービスを効率的に提供します。

（１）基本方針︓①線引き都市計画区域（ｂ市街化調整区域）
・市街化調整区域における市街化区域との隣接部について，スプロールを抑制する観点
から，50⼾連たんなどの開発許可は，開発許可基準を適⽤する区域を限定するなどの
⾒直しや，廃⽌を⾏います。

（４）市街地の⼟地利⽤に関する方針︓②居住環境の改善又は維持に関する方針
・新型コロナ危機後の社会において，地方への移住ニーズが高まる中で，都市と⾃然が
近接する広島県の強み等を活かし，ライフスタイルに応じたゆとりと魅⼒ある居住環境の
創出を図ります。

（※本文要約）

【広島圏域】 【備後圏域】
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第２節 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

都市施設
の整備 整備方針

整備目標
概ね10年以内に
整備する主な施設

道路施設 鉄道施設 港湾施設 空港施設

下⽔道施設 河川施設 防砂の施設
（砂防設備等）

その他の施設
（ごみ焼却場，情報通信インフラ等）

交通施設

必要に応じた計画の⾒直しと効率的な施設整備⼈口減少社会
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第２節 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

交通施設の整備方針

a コンパクト+ネットワーク型の都市（集約型都市構造）
を支える交通ネットワークの形成

b 広域的な交流・連携の促進，
産業競争⼒強化に資する広域交通ネットワークの形成
【備北】広域的な交流・連携を促す広域交通ネットワークの形成

c 災害に強い交通ネットワークの構築

d 利便性の高い公共交通サービスの形成
【備北】生活を支える公共交通サービスの維持
⇒公共交通への自動運転導入，ＭａａＳ等の新たなモビリティサービスの導入

e 環境負荷の少ない交通体系への転換

f 交通施設の適切な維持管理の実施
⇒デジタル技術の活⽤
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第２節 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

●井桁状高速道路ネットワークを最大限に活⽤した
広域道路ネットワークの形成

●各拠点間の適切な都市機能の分担と相互補完や
交流・連携を促す道路ネットワークの整備

●災害時の緊急輸送道路の機能強化，
多重型道路ネットワークの構築

●道路ストックの戦略的な維持管理・更新

●道路空間の有効活⽤（自転⾞利⽤環境の創出等）

道 路
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第２節 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

●公共交通機関の機能強化と利⽤促進
・ＪＲ線の輸送改善
・路線バス等との乗換えの利便性の向上
・駅前広場整備等の交通結節点の機能の充実・強化

●鉄道駅施設，周辺道路のバリアフリー化の促進

鉄 道

広島駅南⼝広場再整備等事業 広島市東部地区連続⽴体交差事業
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第２節 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
交通施設の
整備方針図
【広島圏域】

道路 ４ 広島高速５号線
7・8 (国)２号 安芸ＢＰ・東広島ＢＰ
18 (国)432号 竹原ＢＰ
23 (主)呉平谷線
27 (主)矢野安浦線
32 (都)佐方線
33(都)⻘崎池尻線
35 (都)坂中央線 等

鉄道 ①広島市東部地区連続⽴体交差事業
②アストラムライン区間延伸
③④ＪＲ広島駅南⼝広場整備等
⑩ＪＲ呉駅駅前広場整備 等

港湾 (1)〜(3) 広島港
（宇品地区，出島地区，江波地区）
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第２節 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
交通施設の
整備方針図
【備後圏域】

道路 1 (国)２号 福山道路
2 福山⻄環状線
3（国）182号（坂瀬川）
4（国）184号（栗原北）
5（国）313号（神辺バイパス4⾞線化)
6（国）317号（⻘影バイパス）
7（国）486号（貝ヶ原）
8（国）486号（新市）
9（主）福山沼隈線
10（主）鞆松永線
11（一）熊野瀬⼾線
12 (都）山手赤坂線
13（都）栗柄広谷線（南北道路）

鉄道 ①ＪＲ福山駅北⼝広場
港湾 (1)〜(3)福山港（箕島・箕沖地区等）

(4)〜(6)尾道糸崎港（機織地区等）
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第２節 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
交通施設の
整備方針図
【備北圏域】

道路 1 (国)183号 鍵掛峠道路
2 (国)183号（十⽇市）
3 (国)314号（東城バイパス）
4 (国)375号（⽇下〜引宇根）
5（一）三次江津線（祝橋）
6（都）巴橋粟屋線
7（都）高⼩路線
8（都）上野公園線
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第３節 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
（１）基本方針

・市街地開発事業の実施を検討する地区
・市街地開発事業の実施にあたっての方針
・⻑期未着手となっている事業の⾒直しの方針

（２）主要な市街地開発事業の決定の方針
・拠点別の主要な市街地開発事業の決定の方針

（３）市街地整備の目標
・概ね10年以内に実施（着手，継続及び完了を含む）する主要な市街地開発事業等
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第３節 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

【 広 島 圏 域 】
・都市再⽣緊急整備地域に指定され
ている広島都心地域においては，都
市再⽣特別地区や高度利⽤型地区
計画などを活⽤し，建替えの促進や
⼟地の高度利⽤を図ります。さらに，
特定都市再⽣緊急整備地域の指定
されている区域においては，国際競
争⼒の強化に資する市街地開発事
業を促進します。

（※本文要約）

市街地開発事業の整備方針図
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第３節 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

【 備 後 圏 域 】
・都市再⽣緊急整備地域に指定されてい
る福山駅南地域においては，細分化され
た敷地の共同化や市街地再開発事業等
の実施により，⽼朽化した建築物の一体
的な更新を図るとともに，空き店舗・空き
地等の遊休不動産を活⽤したリノベーショ
ンによって，にぎわいの創出を図ります。

（※本文要約）

市街地開発事業の整備方針図
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第３節 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

【 備 北 圏 域 】
・広域拠点では，官公庁施設・商業業
務施設などの集積を活かしつつ，中心
市街地やＪＲ駅などの交通結節点周
辺等において，低未利⽤地の有効活
⽤やにぎわい創出など，都市機能の再
構築を図るための手法として市街地開
発事業の可能性を検討するなど，一層
の拠点性の向上を図ります。

・庄原駅周辺地区（庄原市）において
，⼟地区画整理事業により，幹線道
路や駅前広場を整備することで地域公
共交通の乗換機能を強化し，安全でに
ぎわいのある市街地環境を創出していき
ます。

（※本文要約）

市街地開発事業の整備方針図
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第４節 安全・安心な暮らしに関する都市計画の決定の方針
（１）基本方針
・激甚化する⾃然災害の状況を踏まえた安全・安心な暮らしに関する基本方針

（２）激甚化する自然災害や南海トラフ地震等の広域災害に対する方針
① 災害リスクの高い区域における都市的⼟地利⽤の制限
② 防災・減災のための施設整備
③ 災害に強い市街地の形成
④ 災害に強い交通ネットワークの確保及び代替機能の向上
⑤ 住⺠の防災意識の向上
⑥ 復興・復旧を円滑に⾏うための復興マニュアルの作成

（３）都市の低炭素化に関する方針
・ヒートアイランド対策，再⽣可能エネルギーの活⽤など，都市の低炭素化に関する方
針

（４）安全で快適に移動できる都市空間づくりに関する方針
・中心市街地への⾃動⾞流⼊の抑制，バリアフリー化，⽣活道路の安全確保など，安
全で快適に移動できる都市空間づくりに関する方針
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第４節 安全・安心な暮らしに関する都市計画の決定の方針
（１）基本方針
・市町で作成する⽴地適正化計画における居住誘導区域には，原則として⼟砂災害特別
警戒区域等の災害リスクの高い区域を含まないものとします。また，⽴地適正化計画の記
載事項として「防災指針」を追加し，居住誘導区域内などで⾏う防災対策・安全確保策
を定めるものとします。

（２）①災害リスクの高い区域における都市的⼟地利⽤の制限
【広島圏域】 【備後圏域】
・市街化区域内の災害リスクの高い区域については，市町と連携の上，居住者等の合意
形成を図りながら，段階的な市街化調整区域への編⼊を推進します。

【備北圏域】
・現に宅地化していない区域について，新たに⽤途地域を指定しようとする場合は，原則と
して，その区域に災害リスクの高い区域を含まないこととします。

（※本文要約）
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第５節 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針
（１）基本方針
・緑地や公園などの⾃然的環境の整備や保全についての基本方針

（２）主要な公園・緑地の配置の方針
・⾃然的環境が有する，以下の機能についての配置・保全等の方針

①環境保全機能
②レクリエーション機能
③防災機能
④景観構成機能

（３）主要な緑地の整備目標
・概ね10年以内に整備（継続を含む）を⾏う主要な都市公園
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第５章 主要な都市計画の決定の方針

【 広 島 圏 域 】
・中枢拠点都市の広島市では，サッ
カースタジアムの建設を含む中央公
園の整備を進め，緑豊かな公共
空間が調和した，都心にふさわしい
⼈々を惹きつける場の創出を図りま
す。

・河川及び河岸緑地は，都市に潤
いをもたらす⽔と緑のネットワークの
骨格を担うものとして，太田川，
⼩瀬川をはじめとした河川において
，緑地を保全するとともに親⽔空
間の確保に努めます。

・新型コロナ危機を契機として，公
園・緑地が再評価されていることを
踏まえて，一層の充実を図ります。

（※本文要約）
都市公園の整備方針図

第５節 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針
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第５章 主要な都市計画の決定の方針

【 備 後 圏 域 】
・地域住⺠の多様化するレクリエーション需
要に応え，⽇常や週末のレクリエーション
活動の場として，⼤規模公園（広域公
園）であるせら県⺠公園や福山城公園
などの都市基幹公園（総合公園，運動
公園）等の整備を推進します。

・福山市鞆地区や尾道⽔道などの歴史・
文化遺産が集積する地区や，しまなみ
海道サイクリングロード沿線などにおいては
，防護を目的とした整備に加え，観光
振興などを目的とした賑わい創出に向け
，周辺景観や⽣態環境に配慮した魅⼒
ある海岸整備を⾏います。

（※本文要約）

都市公園の整備方針図

第５節 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針
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第５章 主要な都市計画の決定の方針

【 備 北 圏 域 】
・比婆道後帝釈国定公園や県⾃然環境保全地
域及び緑地環境保全地域などの圏域が有する
優れた⾃然環境の保全に努めます。また，従
来からの⽣業である農業と中国山地の豊かな⾃
然が共⽣した⾥山について，市⺠・団体・事業
者と連携し適切な管理・保全に努めます。

・三次市の三川（江の川，馬洗川，⻄城川）
合流部をはじめとした河川は，都市に潤いをも
たらす⽔と緑のネットワークの骨格を担うものとし
て，緑地保全するとともに親⽔空間の確保に努
めます。

（※本文要約）

比婆道後帝釈国定公園（庄原市）

神之瀬峡県⽴⾃然園（三次市）

第５節 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第６節 歴史・景観に配慮した都市計画の決定の方針

（１）基本方針
・地域ブランドを確⽴させ圏域内外の⼈を惹きつけ，魅⼒あふれる都市を実現するため，
地域資源を活かした魅⼒的な景観を保全・形成していく基本方針

（２）歴史・文化に配慮したまちなみの維持及び向上に関する方針
・歴史的建造物や伝統的祭礼⾏事など，地域固有の歴史的風致を維持及び向上して
いくための方針

（３）都市景観の形成に関する方針
・地域固有の優れた都市景観を後世に継承していくための方針や，都市独⾃のイメージを
形成する景観形成に関する方針
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第６節 歴史・景観に配慮した都市計画の決定の方針

伝統的建造物群保存地区などの都市計画決定や，歴史まちづくり法に基づく歴史的風
致維持向上計画の策定を推進します。また，景観法に基づく景観計画の策定を促進すると
ともに，景観地区の都市計画決定や景観条例の制定などに努めます。

（※本文要約）

重要伝統的建造物群保存地区
（竹原市） （福山市鞆町）

東城町のまちなみ
（庄原市）
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第７節 住⺠主体のまちづくりに関する方針

（１）基本方針
・エリアマネジメント等の取組支援、まちづくりに関する情報提供や、⼈材育成などにより、住
⺠主体のまちづくりが進む都市を実現するための基本方針

（２）住⺠主体のまちづくりの環境整備に関する方針
① まちづくり・都市計画に関する意識の啓発
② まちづくりに関わる⺠間活動の支援
③ 提案制度の活⽤

（３）都市計画に関する情報提供，開示に向けた方針
① インターネットを活⽤した都市計画に関する知識の普及・啓発と情報開⽰
② 都市計画決定手続きにおける住⺠参画促進に向けた情報提供の充実
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第５章 主要な都市計画の決定の方針
第７節 住⺠主体のまちづくりに関する方針
住⺠主体のまちづくりが進む都市を実現するため，まちづくりの手法等に関する広報・周知

活動や，活動の担い手となる⼈材の育成支援を⾏うとともに，まちづくり活動に活⽤可能な
都市計画に関する情報提供，都市計画基礎調査データの活⽤・提供といった環境の整備
を推進します。

（※本文要約）

エキキターレ（有効空地）を活⽤した
にぎわいづくりの取組
（広島市）

三川合流部周辺におけるかわまちづくり
（三次市）

再⽣された空き家
（尾道市）
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第６章 各都市計画区域における課題と方針

第１章 基本的事項

第２章 広島県における都市の目指すべき将来像

第３章 都市計画の目標

第４章 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針

第５章 主要な都市計画の決定の方針

第６章 各都市計画区域における課題と方針
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第６章 各都市計画区域における課題と方針
広島圏域の
都市計画区域 主要な都市計画の決定の方針 （※本文要約）

広島圏
高次都市機能が集積する広島市と拠点間を結ぶ(国)２号東広島・安芸バイパ
ス等の幹線道路を整備し，交通ネットワークを構築します。また，広島市東部地
区連続⽴体交差事業を実施し，ＪＲ山陽本線，呉線の高架化を推進します。

東広島
⻄条第２地区，⼋本松駅南側地区，広島⼤学周辺地区など，計画的に市
街地形成を進める地区では，魅⼒ある居住環境の創出を図ります。また，(国)
２号安芸バイパスの整備により，現道の渋滞緩和を図るとともに，空港アクセス
のリダンダンシーを確保します。

竹原 新開地区において，⼟地区画整理事業により都市基盤整備を⾏い，健全な市
街地環境の形成と⼟地利⽤の増進を図ります。

宮島
全域で特別史跡などの指定を受けており，世界文化遺産にも登録されている，
瀰山を中心とした森林等，文化財や⾃然環境の保全を前提とした適切な⼟地
利⽤を推進します。

安芸津 市街地の利便性や快適性の向上を図るため，国道185号安芸津バイパスの整
備を推進します。

川尻安浦 呉市景観計画に基づき，野呂山からの山と多島美の眺望をはじめとした良好な
景観の保全を図ります。
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ＥＮＤ
（諮問）


